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目指す将来都市構造 多核連携型コンパクト・エコシティ 
１-１．高松市が目指す将来都市構造の方向性

拠点名 要 件 

広域交流拠点 
(概ね 2km) 

・人口集中地区が存在すること 
・複数路線の鉄道とその結節点が存在
すること 

地域交流拠点 
(概ね 2km) 

・人口集中地区、準人口集中地区が存
在すること 

・鉄道駅が存在すること 

生活交流拠点 
(概ね 1km) 

・一定の人口集積がみられること 
・鉄道駅またはバス停が存在すること 

 

◇将来都市構造図 ～都市計画マスタープラン～ 

多核連携・集約型環境配慮都市 
(多核連携型コンパクト・エコシティ) 

◇これからの都市構造 

全国の都市でこ

のような歴史を

歩んできた・・・ 

都市化 

郊外化 

逆都市化 

再都市化 

出典：四国公共交通活性化シンポジウム 乗り・ノリ四国より 

再集積することで 

●都市の持続的な発展 

●人口減少・少子高齢

化社会を支える都市

構造の構築 

●環境負荷の軽減 

高
松
市
が
こ
れ
か
ら
目
指
す
べ
き
都
市
の
姿
は
・
・
・ 
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目指す将来都市構造 多核連携型コンパクト・エコシティ 



将来交通体系のイメージ 
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（１）各拠点に 
 公共交通サービスを 
 集約・強化 

（５）地域の特性や 
 利用者ニーズに見合った 
 交通体系への再構築 

（２）公共交通軸上の 
 拠点を対象とした 
 交通結節機能の強化 

（３）回遊性ある 

 交通体系への 

 再構築 

（４）自動車から 
 公共交通、 
 自転車への 
 転換を促す 
 交通体系への再構築 

（４）都心地域へ向かう 

 交通流動の多くは 

 自動車利用となり、 

 バス路線の 
 利用者は減少 

 

（３）回遊性の低い 
 都心地域の公共交通 

（１）公共交通サービス 
 （特にバス）が 
 都心地域に一極集中 

（２）自動車から 

 鉄道、バスへの 

 乗り継ぎ 

 （交通結節機能） 

 が不十分 

現 状 将 来 

目指す将来都市構造 多核連携型コンパクト・エコシティ 
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公共交通ネットワーク再編に向けた将来ビジョン 

ＪＲ

高松駅

琴電

瓦町駅

高松築

港駅

新駅

都心地域

都心地域周辺部

大都市圏へ

高速バス

路線バス

路線バス

新交通システム（検討中）

地域交流拠点

路線バス

仏生山駅

新駅

県道太田上町志度線（事業中）

学術研究拠点
（香川インテリジェントパーク）

高速バス

三条駅

太田駅

新駅周辺 
・地域愛着度の向上 
・資産的価値の向上 
・公共交通利用の拡大 

鉄道の複線化 
・運行サービス水準の確保 

交通ネットワーク 
・鉄道と高速バスへの乗り継ぎ円滑化 
・広域高速交通と地域内交通の連携強化 

周辺道路 
・上天神町交差点等の 
 主要渋滞箇所の渋滞緩和 

周辺地域 
・Ｐ＆Ｒによるモーダルシフト 

県道整備による 
新交通システムの導入 

交通ネットワーク 
・鉄道と地域内交通の連携強化 

地域交流拠点へのアクセス性の向上 
周辺地域 
・Ｐ＆Ｒによるモーダルシフト 
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代表交通手段分担率 
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  Ｈ２４高松広域都市圏パーソントリップ調査資料 



・公共交通の利便性向上策の推進 

多核連携型コンパクト・エコシティ 

公共交通の利用を促進し、安全かつ快適で人にやさしい都市交通の形成に寄与 

市、市民、事業者および公共交通事業者の責務・役割を明確化 

本市の目指すまちづくり 

持続可能な公共交通体系の構築 

・市民皆様方の積極的な利用 

高松市公共交通利用促進条例の制定 

好循環 
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高松市公共交通利用促進条例（H25.9.27施行） 



①公共交通の利便性の向上および積
極的な利用の促進 
②地域の特性に応じた効率的な機能分
担および連携 

③公共交通優先の交通体系への転換 
④ユニバーサルデザインに配慮した公共交通 
⑤教育等を通じた公共交通に関する意識醸成 

安全かつ快適で人と環境にやさしい都市交通の形成 
「多核連携型コンパクト・エコシティ」の実現 

市 

公共交通の維持・改善が可能
なまちづくりを推進し、利用促
進に係る施策を実施します 

市民 

過度の自家用車利用を控え、 
公共交通を積極的に利用します 

事業者 

従業員へ意識啓発を行い、 
公共交通の利用を推進します 

公共交通事業者 

事業の効率化、公共交通の 
利便性向上に努めます 

協働 

・責務 

・基本方針 
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高松市公共交通利用促進条例（H25.9.27施行） 



電車とバスそれぞれの機能（役割）を最大限活用した効率的なネットワーク形成を目指す。 8 

公共交通利用促進施策「電車バス乗継割引拡大制度」 

②中心市街地を運行する 
 路線バス等のちょいのり促進 

③鉄道を基軸とした 
 公共交通幹線軸の強化 

①主要鉄道駅からの支線となる 
 フィーダー交通 （路線バス等） 
 サービスの向上 

概 要 

事業実施による効果 

 乗り継ぎ割引額（２０円）を１００円に拡大 〔Ｈ２６．３．１より実施中〕 

乗継 

乗継 

フリー スクール 
（中・高校生、 

大学生） 

シニア 
（６５歳以上） 

 運賃を１００円割引 
 ※運賃が１００円以下の 
    場合は無料 

定期 

 その日の鉄道利用が無くても 

 全てのバス     が１００円割引 

 適用されません 
グリーン 
（障がい者） 

キッズ 
（小学生） 

 ※以下の場合は適用されません 

◇バスとバスの乗り継ぎ 

◇電車とバスの各組合せ以外の乗り継ぎ 

割引 

割引 割引 割引 

なら、さらにお得 
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公共交通利用促進施策「電車バス乗継割引拡大制度」 

周知チラシ 



フリー 
65,198  

フリー 
55,406  

スクール 
15,242  

スクール 
12,106  

シニア 
26,326  

シニア 
22,993  

通勤定期 
40,571  

通勤定期 
28,001  

通学定期 
16,701  

通学定期 
7,047  

計 
164,038  

計 
125,553  

H26年 

H25年 
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公共交通利用促進施策「電車バス乗継割引拡大制度」 

補助スキーム  補助金として市が交付 
  H２５年度交付額： ６、０００千円 
    Ｈ２６年度当初予算額：２３，３２８千円 

 

   

 初期費用（システム改修費等） 

    運賃割引額の差額補填 

   

利用実績（速報値） 

今後、利用動態を含めた詳細な分析により、施策の効果を検証 

電車⇔バス乗り継ぎ件数（３～７月：５ヶ月分） 

137% 45% 14% 26% 18% 
31% 

定期ＩｒｕＣａによる乗り継ぎ件数の増加が顕著 
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公共交通利用促進施策「高齢者に対する公共交通利用支援」 

高齢者福祉及び公共交通利用促進の両面から高齢者への支援を行う。 

  増加する高齢者等交通弱者が利用しやすい移動環境の構築 

公共交通の再構築・利用促進 

公共交通の利便性向上による外出機会の創出 

高齢者の「生きがい」・「健康」づくり 
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・「徒歩」は大きく減少 
・ 自動車のトリップ長の大半は「短距離」 

移動活動が弱体化   基礎体力の低下 

・「高齢者」の自動車利用が増加 

公共交通の利用が期待される年齢層の自動車依存   公共交通の衰退 

自動車に関するトリップ長分布 徒歩トリップ数の変化 
年齢構成別交通手段分担率 

「徒歩」で移動する体力が無く、引きこもりがちに・・・ 公共交通の衰退（減便、廃線）により、移動手段がない・・・  

増加する高齢者層が、身体能力の衰え等により自動車運転が不可能になると・・・ 

移動手段を持たない「交通弱者」の増加 

  Ｈ２４高松広域都市圏パーソントリップ調査資料   Ｈ２４高松広域都市圏パーソントリップ調査資料 



 補助金として市が交付 
  （Ｈ２６年度当初予算額：４２，８７５千円） 
 

   

補助スキーム 

 初期費用（システム改修費等） 

    運賃割引額の差額補填 

   

発行時の確認書類 

運転免許証、住民基本台帳カード（写真付）、後期高齢者医療被保険者証等 

※有効期間（６ヶ月）更新時にも、上記確認書類の提示が必要 

12 

公共交通利用促進施策「高齢者に対する公共交通利用支援」 

概 要  ＩＣカード「ＩｒｕＣａ」を活用し、市内に在住する７０歳以上の方を対象として、 

平成２６年１０月１日から制度開始予定 

 現在、障がい者向けに発行しているグリーンＩｒｕＣａ（運賃一律半額）を活用 

   

 運賃を５０％割引（半額）にする「新IruCaカード（ゴールドIruCa）」を発行 

  ゴールドＩｒｕＣａ 
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公共交通利用促進施策「高齢者に対する公共交通利用支援」 

周知チラシ 



区分 運行事業者 路線名 ＩｒｕＣａシステム導入状況 

鉄道 高松琴平電気鉄道㈱ 全線 

済 
路線バス 

ことでんバス㈱ 全線 

大川自動車㈱ 引田線 

コミュニティ 
バス等 

ことでんバス㈱ 
香川町シャトル 

まちバス 

東讃交通㈱ 山田地区 
平成26年10月～（予定） 

 
新たにＩｒｕＣａシステムを導入
することで、電車⇔バスの乗
り継ぎ割引や高齢者の公共
交通利用支援を可能とする。 
 
⇒市域の広範囲において 
 市民に幅広く利用される 
 公共交通体系の構築 

マルイ観光㈱ 

香川町 

国分寺町 

塩江町 

平成レッグス㈱・ 
日新タクシー㈱ 

高松西部地区 

 ＩＣカード「ＩｒｕＣａ」が利用可能となるよう、市域内を運行するコミュニティバスにシステムを導入 

公共交通利用促進施策「ＩｒｕＣａ利用環境の拡大」 

14 
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交通結節拠点整備「ことでん新駅整備検討」 

検討対象区間 

 

図 検討対象区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象区間

凡　例

三条駅  
  

花園駅  
  

林道駅  
  

仏生山駅  
  

太田駅  
  

新駅１ 

新駅２ 

新駅Ａ 

 ことでん琴平線：三条駅～太田駅～仏生山駅間（単線、延長4.0ｋｍ） 
      長尾線：林道駅～花園駅間（単線、延長1.8ｋｍ）   



路線 琴 平 線 長尾線 

ｹｰｽ ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５ ケース６ 

単線 

複線 
単線 単線 単線 

複線 
（栗林公園～ 
太田駅間） 

複線 
（栗林公園～ 
仏生山駅間） 

単線 

整備駅 新駅１ 新駅２ 新駅１、２ 新駅１ 新駅１、２ 新駅Ａ 

概 
要 

図 
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交通結節拠点整備「ことでん新駅整備検討」 

整備検討ケース  琴平線については、新駅１、２と単線・複線の有無の組み合わせにより 
５ケースに分類 

 

 
 

 
 

  
 

新駅１ 

太田 

三条 

仏生山 

 

 
 

 

 
 

 
 

新駅２ 

太田 

三条 

仏生山 

 

 
 

 
 

  

  
 

新駅１ 

太田 

三条 

新駅２ 

仏生山 

 

 
 

 
 

  
 

新駅１ 

太田 

三条 

 

 
 

 
 

  

  
  

新駅１ 

太田 

三条 

新駅２ 

仏生山 

新駅Ａ 

林道 

花園 

木太東
口 
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公共交通ネットワーク再編に向けた将来ビジョン（再掲） 

ＪＲ

高松駅

琴電

瓦町駅

高松築

港駅

新駅

都心地域

都心地域周辺部

大都市圏へ

高速バス

路線バス

路線バス

新交通システム（検討中）

地域交流拠点

路線バス

仏生山駅

新駅

県道太田上町志度線（事業中）

学術研究拠点
（香川インテリジェントパーク）

高速バス

三条駅

太田駅

新駅周辺 
・地域愛着度の向上 
・資産的価値の向上 
・公共交通利用の拡大 

鉄道の複線化 
・運行サービス水準の確保 

交通ネットワーク 
・鉄道と高速バスへの乗り継ぎ円滑化 
・広域高速交通と地域内交通の連携強化 

周辺道路 
・上天神町交差点等の 
 主要渋滞箇所の渋滞緩和 

周辺地域 
・Ｐ＆Ｒによるモーダルシフト 

県道整備による 
新交通システムの導入 

交通ネットワーク 
・鉄道と地域内交通の連携強化 

地域交流拠点へのアクセス性の向上 
周辺地域 
・Ｐ＆Ｒによるモーダルシフト 



  ＜現行の地域公共交通総合連携計画に追加する事項＞ 

 コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携 

 地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築 

日常生活等に必要不可欠な 
交通手段の確保等 

交通政策基本法（平成25年12月4日公布・施行）の具体化（法目的に追加） 

関係者相互間の連携と 
協働の促進 等 

地域公共交通再編実施計画 実施計画 実施計画 
･･･ 

地域公共交通特定事業 

地域公共交通再編事業 
 
 

軌道運送 
高度化事業 
（ＬＲＴの整備） 

鉄道事業 
再構築事業 

（上下分離） ･･･ 

地域公共交通網形成計画 

地方公共団体が事業者
等の同意の下に策定 

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し 

改正法案の基本スキーム 

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上 

まちづくりの観点からの 
交通施策の促進 

事業者と協議の上、 
地方公共団体が 

協議会を開催し策定 

現行 

面的な公共交通ネットワークを再構
築するため、事業者等が地方公共
団体の支援を受けつつ実施 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律 

地方公共団体を中心とした地域公共交通網の再構築を 
国が支援する枠組み 

◆まちづくりとの連携による都市機能の立地誘導を支える公共交
通等への支援の強化 

  （社会資本整備総合交付金（平成26年度予算案9124億円）の内数等）      
• 駅前広場やバスの乗換ターミナル、待合所の整備等公共交通の利用
環境の充実を重点的に支援 

◆地方公共団体を中心とした地域の面的な公共交通ネットワーク
の 
  再構築を推進するための特例制度   

• バスの路線、輸送力の設定等に関する許認可の審査基準の緩和 
• バスの運賃・料金の規制緩和（上限認可→届出） 
• 計画の維持を困難とするような行為の防止 
• 事業が実施されない場合の勧告・命令 

◆地方公共団体を中心とした地域の面的な公共交通ネットワークの 
   再構築を支援する予算制度 
  （地域公共交通確保維持改善事業（平成26年度予算案306億円）の内数） 

 

• まちづくりと連携した計画策定を支援。ケーススタディーを実施 

 →国による全国の取組事例、データの提供を通じた助言 
→合意形成を促進 

• バスを地方公共団体が購入して民間事業者に貸し付ける場合の国によ
る補助制度の創設 

基本方針 
 国が策定 
 まちづくりとの連携を明確化 

①地方公共団体が中心となり、 
②まちづくりと連携し、 
③面的な公共交通ネットワーク を再構築 

ポイント 目標 
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フランス ストラスブールの 
    トラム（LRT）導入のキャンペーンポスター 

咳き込む・・・ 深呼吸！ 呼吸・・・ 
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欧州では・・・ 



安全かつ快適で人にやさしい都市交通の形成へ 

マルセイユ 

チューリッヒ 

トゥール 

フライブルグ 
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御清聴ありがとうございました 

市民政策局 
コンパクト・エコシティ推進部 
まちづくり企画課・交通政策課 


